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成年後見人等に選任された中で、弁護士が全体に占

める割合はどの程度か、皆さまはご存知でしょうか。 

令和２年度の最高裁判所の統計によりますと、成年後

見人等に選任されたのは、弁護士が全体の約２１％とな

っております。一方、親族は全体の約１９％にとどまって

おり、親族よりも弁護士その他の専門職（司法書士、社

会福祉士など）が選任される割合が年々高くなっていま

す。 

弁護士は、特に親族間で争いがある場合や、親族か

らの虐待があるなど紛争性がある事案で選任される場合

が多いです。法律の専門家として、成年後見分野におい

て弁護士が果たすべき役割は今後もあると考えておりま

す。 

 

ただ、弁護士等の第三者の後見人が選任された場合、

報酬の負担がある一方で、その報酬に見合うメリットを感

じないといった利用者の意見があることも承知しておりま

す。 

確かに、成年後見制度の利用を促進していくうえで、

報酬負担の問題はあるとは思いますし、実際、後見人の

報酬算定の在り方などについては、再検討されていると

ころです。 

しかし、単純に報酬基準を引き下げることで解決する

問題なのかという点は、検討の余地があると考えておりま

す。利用者に成年後見制度のメリットを感じて頂くために

は、後見人に選任されている弁護士側においても、これ

までの活動を振り返る必要があると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士は、個人差はもちろんありますが、一般的に財

産管理に重きを置き、身上保護（ご本人の生活や療養

看護など）に関する対応が十分にされてこなかったので

はないかと考えます。 

自戒を込めていいますと、忙しさのあまり、本人への定

期訪問が疎かになったり、丁寧なアセスメントもせず、本

人の意思を十分に確認する努力を怠ったり、ということも

少なくないのではないかと思います。 

また、こうすべきだという価値判断が先行してしまい、ご

本人の意思を無視して、良かれと思ってその価値判断に

従って進めてしまうこともあると思われます。しかし、認知

症の方であっても、これまで生きてきた人生経験があり、

その方なりの考えや思いがあるわけであり、支援を受けれ

ば、その方なりの決定が出来るはずだと思います。 

令和２年１０月に、最高裁、厚労省及び専門職団体

をメンバーとするワーキング・グループが、「意思決定支

援を踏まえた後見事務のガイドライン」を出しました。後見

事務を行うに当たっても、すべての人には自分のことを

決める力があるという前提に立ち、本人の意思決定を支

援することになります。 

この動きを受けて、弁護士会においても、意思決定支

援に関する研修会などが開催されるようになっています。 

後見人が、このようなガイドラインを参考にしながら後

見事務を行っていくことによって、利用者からも成年後見

制度のメリットを感じられ、利用促進にもつながっていくの

ではないかと考えております。 

志木市後見ネットワークセンター企画運営会議委員 高田慎二弁護士 
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～任意後見制度について、全３回に分けて後見ネットワークセンターの相談員である髙橋明子司法書士が説明します～ 

任意後見人に依頼するご自分

の希望は、任意後見契約書に詳

しく盛り込みます。例えば、介護が

必要になったら自宅を売って、日

当たりのよい個室のある老人ホー

ムに入りたいなどです。 

ご自分の将来を託す契約になり

ますので、公正証書で結ぶ必要

があります。 

次回、詳しくお話ししましょう。 

頼れる親族がいないので老後

が心配でしたが、あれこれ計画で

きる今のうちだったら、老後の希望

をきちんと話しておけるわね。 

 

後見制度は、認知症にな

らないと利用できませんか。 

  
高齢になり認知症などで判断能力

が不十分になりますと、銀行での手続

きや施設入所契約などが難しくなります

ので、本人を保護し支援する後見人等

を家庭裁判所で選任してもらう法定後

見制度があります。 

このほかに、将来の備えとして行う任

意後見制度があります。任意後見制度

は、将来、認知症になっても生活が困

らないように、信頼できる人に、あらかじ

め支援してもらいたいことを頼む契約を

結んでおくというものです。 
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相談員 

発 行：志木市基幹福祉相談センター（志木市後見ネットワークセンター） 

連絡先：０４８－４５６－６０２１（直通） 

E-mail：kikan-soudan@susumerukai.net 

 

●場所 志木市本町 5-26-1 

フォーシーズンズ志木８階 

お車の場合は、駐車券を発行して

いますので、お申し出ください。 

 

【法律専門職相談】 

第１・３月曜日、火・金曜日 

（祝休日は休み） 

１３時から１６時 ※予約優先 

 

♦

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
も
「
後
見
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
便
り
」

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

至
ら
な
い
点
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、 

最
後
ま
で
お
読
み
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

次
号
も
暖
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉

し
く
思
い
ま
す
。 

 連続シリーズ 第１回 


